
令和４年５月（第５回）教育委員会会議議事録 

 

１.開催の日時及び場所 

      令和４年５月１８日（水）１８：００～１８：４５ 

      市役所本庁 ４階 ４－３会議室 

２.出席委員の氏名 

         田村賢二郎 委員 

      山野あい子 委員 

      川﨑 裕美 委員 

重村 美帆 委員 

３.その他議場に出席した者 

      上村教育部長、床本次長、藤井学校教育課長、山下図書館長、藤井図書館副館

長、三好教育総務課長、伊藤教育総務課副課長、河村総務係長 

４.傍聴者  なし 

５.趣 旨 

教 育 長： ただ今から、令和４年５月１８日の第５回教育委員会会議を開催いたします。 

本日は、全員の委員の出席がありますので、会議として成立していることを

最初に報告します。また本日は傍聴の申し出はありませんでした。 

教 育 長： また、今回の資料と合わせて送付しました、令和４年４月２６日開催の令和

４年第４回の議事録について、御意見等ありましたでしょうか。 

（全員異議なし） 

教 育 長： それでは、令和４年第４回教育委員会会議の議事録について、承認とさせて

いただきます。 

教 育 長： 次に、本日の会議録署名委員の指名についてですが、本日の会議録署名人は

川﨑委員にお願いします。  

教 育 長： 本日の議題は、「議案第１４号 損害賠償請求事案に係る議案提出の件」の１

件と、その他の事項として、「宇部市立図書館協議会委員の任命について」、「寄

附の報告について」の２件となっています。また、「議案第１４号 損害賠償

請求事案に係る議案提出の件」については、議会提出前の案件のため、非公開

としたいと思いますが、皆さんよろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

教 育 長：それでは、「議案第１４号 損害賠償請求事案に係る議案提出の件」について

は非公開とさせていただきます。なお、その他の議題は全て公開とさせていた

だきます 

教 育 長： では始めに、「議案第１４号 損害賠償請求事案に係る議案提出の件」につい

て、事務局から説明をお願いします。 

事 務 局： それでは、議案第１４号について教育施設課から説明します。これは、平成

２９年６月に、桃山中学校の体育館の建て替え工事を行っていた際に、宇部興

産所有の高圧ケーブルを誤って切断してしまいました。その後に宇部興産株式

会社から損害賠償請求があり、令和４年２月２５日に山口地方裁判所から示さ

れた調停案に基づき、宇部興産株式会社から社名変更したＵＢＥ株式会社との



調停を成立させたいというものです。事故の概要について説明します。発生日

時は、平成２９年６月２９日の午後２時２７分頃です。発生場所は宇部市立桃

山中学校の新体育館建設予定地です。新体育館建設のため柱状改良工事の試掘

作業を重機で行っていた際に誤って地中に埋設されていた宇部興産所有の高

圧ケーブルを切断してしまいました。人的な被害はありませんでした。その後、

ケーブルの応急処置や本復旧が完了した後の平成２９年１２月２７日に宇部

興産株式会社から損害費用の通知がありました。その後に、双方で協議を進め

てきましたが、双方の主張が折り合わなかったために、令和元年１１月７日に

宇部興産株式会社から宇部市に対して、山口地方裁判所へ損害賠償の申し立て

がありました。そして、令和４年２月２５日に調停委員会から調停案の提示が

ありました。調停案の概要についてですが、宇部市はＵＢＥ株式会社に対して

本件の解決金として２億６８４９万２９１５円の支払い義務があることを認

めるという内容です。地方自治法の規定により調停の成立について議会の承認

を求めるため、当該調停案に基づき議案を６月議会に提案するものです。説明

は以上です。       

教 育 長： ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。 

委   員 ： 宇部市と設計会社や工事施工業者との損害賠償金の負担割合はどうなって

いるのでしょうか。 

事 務 局： 利害関係人である設計事務所や工事業者との過失割合につきましては、この

たびの調停では明確に示されていませんが、一旦全額をＵＢＥ株式会社に支

払いその後に利害関係人に過失割合に応じて求償していくことになります。 

教 育 長： その他に、ご意見ご質問はありませんか。 

教 育 長：「議案第１４号 損害賠償請求事案に係る議案提出の件」について承認として

よろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

教 育 長： 続きまして、その他の事項「宇部市立図書館協議会委員の任命について」事

務局から説明をお願いします。 

事 務 局：図書館から説明します。宇部市立図書館協議会については、図書館法第１４条

に基づき、宇部市図書館協議会設置条例で規定しており、図書館の運営に関し、

館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について、館長に意見

を述べる機関です。同条例において、委員は「学校教育の関係者」、「社会教育

の関係者」、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」及び「学識経験者」の４

区分で構成され、委員の定数は１０人以内、任期は２年と規定されています。

現在の委員の任期は、令和４年５月３１日までですので、各団体に委員の推薦

を依頼したところ、１０人の委員候補の推薦がありました。つきましては、こ

の方々を図書館協議会委員に任命したいと考えています。 なお、任期につい

ては、令和４年６月１日から令和６年５月３１日までの２年間となります。説

明は以上です。 

教 育 長： ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。 

委   員： 委員の構成ですが、女性がほとんどで男性がかなり少ないと思われますが男

女比についてはどうなんでしょうか。 



事 務 局： できれば男女半々が理想ではありますが、各団体で適任者を推薦していただ

いた結果というふうに受け止めています。 

教 育 長： その他に、ご意見ご質問はありませんか。 

教 育 長： 次に、その他の事項で寄付の報告を事務局からお願いします。  

事 務 局： 教育総務課から報告します。令和４年４月６日に、匿名の方から、平成２４

年度から通算１２０回目３，０００円の御寄附を小中学校教育資金としていた

だきました。以上です。 

教 育 長： 他に何かありますか。 

（全員意見なし） 

教 育 長： 以上をもちまして、本日の会議を終了します。 

 

 

 


